
平
成
二
十
四
年
五
月
八
日
提
出

質

問

第

二

三

一

号

宮
城
県
南
部
の
市
町
村
に
お
け
る
妊
婦
及
び
子
供
に
対
す
る
賠
償
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

秋

葉

賢

也
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宮
城
県
南
部
の
市
町
村
に
お
け
る
妊
婦
及
び
子
供
に
対
す
る
賠
償
に
関
す
る
質
問
主
意
書

私
は
、
三
月
五
日
に
お
け
る
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
四
分
科
会
及
び
同
月
七
日
に
お
け
る
衆
議
院
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別

委
員
会
の
二
回
に
わ
た
り
、
平
野
文
部
科
学
大
臣
に
対
し
、
具
体
的
根
拠
を
挙
げ
な
が
ら
宮
城
県
南
部
の
一
部
市
町
村
を
自
主

的
避
難
等
対
象
区
域
に
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
質
疑
（
以
下
、
「
分
科
会
・
委
員
会
質
疑
」
と
い
う
）
を
し
た
と

こ
ろ
、
平
野
文
部
科
学
大
臣
は
、
能
見
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
長
及
び
東
京
電
力
に
働
き
か
け
る
と
い
う
趣
旨
の
答
弁

を
し
た
。
し
か
し
、
私
の
分
科
会
・
委
員
会
質
疑
や
平
野
文
部
科
学
大
臣
の
答
弁
の
主
旨
は
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会

の
定
め
る
指
針
（
「
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
、
第
二
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
原
子
力
損
害
の
範
囲
の
判
定
等
に
関

す
る
中
間
指
針
第
二
次
追
補
（
政
府
に
よ
る
避
難
区
域
等
の
見
直
し
等
に
係
る
損
害
に
つ
い
て
）
」
平
成
二
十
四
年
三
月
十
六

日
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
決
定
）
に
は
結
局
反
映
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
自
主
的
避
難
者
に
対
す
る
平
成
二
十
四
年
一
月

以
降
の
賠
償
の
在
り
方
が
後
退
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
東
京
電
力
は
宮
城
県
丸
森
町
に
限
っ
て
妊
婦
と
十
八
歳
以
下
の
子

供
を
対
象
に
賠
償
金
の
支
払
い
を
行
う
と
発
表
し
た
が
、
そ
の
額
は
一
人
に
つ
き
二
十
万
円
と
の
こ
と
で
あ
り
、
原
子
力
損
害

賠
償
紛
争
審
査
会
の
定
め
る
指
針
（
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
、
第
二
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
原
子
力
損
害
の
範
囲

の
判
定
等
に
関
す
る
中
間
指
針
追
補
（
自
主
的
避
難
等
に
係
る
損
害
に
つ
い
て
）
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日
原
子
力
損
害

一



賠
償
紛
争
審
査
会
決
定
、
以
下
「
中
間
指
針
第
一
次
追
補
」
と
い
う
）
）
の
半
額
で
し
か
な
い
。
丸
森
町
を
賠
償
の
範
囲
と
す

る
こ
と
に
一
定
の
評
価
は
す
る
が
、
内
容
が
不
十
分
で
あ
り
、
範
囲
も
亘
理
郡
山
元
町
、
角
田
市
及
び
白
石
市
と
い
っ
た
丸
森

町
以
外
の
宮
城
県
南
部
の
市
町
村
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
不
十
分
で
あ
る
。
私
が
幾
度
か
提
出
し
て
い
る
質
問
主
意
書
に
対
す
る

答
弁
書
で
政
府
が
繰
り
返
し
答
弁
し
て
い
る
と
お
り
、
東
京
電
力
が
適
切
な
賠
償
を
行
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
政
府
に
は
東

京
電
力
に
対
し
て
被
害
の
実
態
に
沿
っ
た
適
切
な
賠
償
金
の
支
払
を
促
す
責
任
が
あ
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。
な
お
、
政
府
が
繰
り
返
し
答
弁
し
て
い
る
「
個
別
具
体
的
な
事
情
に
応
じ
て
賠

償
の
対
象
と
認
め
ら
れ
得
る
」
と
す
る
趣
旨
の
答
弁
は
必
要
な
い
の
で
ご
遠
慮
願
い
た
い
。

一

東
京
電
力
が
丸
森
町
の
妊
婦
及
び
十
八
歳
以
下
の
子
供
に
対
し
て
中
間
指
針
第
一
次
追
補
で
定
め
る
額
の
半
額
で
あ
る
二

十
万
円
の
賠
償
を
行
う
旨
を
発
表
し
た
こ
と
は
、
政
府
が
東
京
電
力
に
適
切
な
賠
償
を
促
し
た
結
果
で
あ
る
か
。
ま
た
、
こ

の
賠
償
内
容
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

二

私
は
、
分
科
会
・
委
員
会
質
疑
及
び
質
問
主
意
書
に
お
い
て
丸
森
町
が
賠
償
対
象
区
域
と
さ
れ
る
べ
き
と
強
く
言
及
し
て

き
た
が
、
そ
れ
は
丸
森
町
が
宮
城
県
南
部
の
市
町
村
に
お
い
て
賠
償
の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
最
有
力
の
対
象
で
あ
る
と
例
示

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
丸
森
町
以
外
の
市
町
村
に
対
す
る
賠
償
の
必
要
性
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い
。
丸
森
町
以
外
に

二



も
、
福
島
県
内
の
自
主
的
避
難
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
地
域
に
比
し
て
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
か
ら
の
距
離
に
お
い
て
も

放
射
線
量
の
高
さ
に
お
い
て
も
何
ら
変
わ
る
こ
と
の
な
い
、
亘
理
郡
山
元
町
、
角
田
市
及
び
白
石
市
と
い
っ
た
市
町
の
少
な

く
と
も
妊
婦
及
び
子
ど
も
を
賠
償
の
対
象
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


